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「令和６・７年度宇都宮市悠久の丘ＰＦＩ事業に係る 

事後評価及び次期事業手法の検討業務」委託仕様書 

 

第１章 総則 

１ 業務の名称 

令和６・７年度宇都宮市悠久の丘ＰＦＩ事業に係る事後評価及び次期事業手法の検 

討業務 

 

２ 業務の必要性と目的 

・ 宇都宮市（以下「本市」という。）は，「民間資金等の活用による公共施設等の促進

に関する法律（平成１１年法律第１１７号）」（以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき，

「宇都宮市悠久の丘ＰＦＩ事業」（以下「本事業」という。）を平成１９年７月の契約

締結から令和１１年３月３１日までの期間で行っているところである。 

・ ＰＦＩ事業契約に基づき，宇都宮郷の森斎場株式会社（以下，ＳＰＣという。）が施

設の整備，運営，維持管理業務を実施している。また，施設の運営・維持管理にあた

っては，ＳＰＣを指定管理者として指定している。 

・ 本業務は，本事業における事後評価の実施及びＰＦＩ事業導入可能性調査を踏まえ

た次期事業手法の検討を支援することを目的とする。 

 

３ 業務の期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

     ※ 各作業項目において，予め本市が作業上必要と認められる成果品の一部分の提出を 

求めた場合には，受託者は業務期間内であっても速やかに提出すること。 

 

４ 委託料の支払い 

年度払い 

 

５ 調査検討対象施設  

宇都宮市悠久の丘（宇都宮市上欠町７１９番地１／２００９年竣工／ＲＣ造／ 

地上２階建て／延床面積１１７６２．３０㎡／平成２１年３月１５日供用開始） 
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第２章 共通仕様 

１ 適用の範囲 

本仕様書は，本業務に適用されるものとする。 

なお，本仕様書に明記なき事項であっても，本業務遂行上必要と思われる事項につい

ては，本市と受託者の協議により決定するものとする。 

 

２ 業務内容 

本業務の内容は，第３章特記仕様によるものとする。 

 

３ 技術者及び業務管理 

⑴ 受託者は，主任技術者及び技術者をもって秩序正しい業務を行わせるとともに，高

度な技術を要する部門については，相当の経験を有する技術者を配置するものとする。 

⑵ 主任技術者は，業務の全般に渡り，技術的管理を行うものとする。 

⑶ 受託者は，常に本市との連絡を密にするとともに，十分な協議のもとで業務の円滑

な遂行を図るものとする。 

 

４ 疑義 

本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合，又は本仕様書に定めない事項につ

いては，本市と受託者の協議により決定するものとする。 

 

５ 関係法令等 

受託者は，本業務の執行に当たり，本仕様書に従うほか，関係法令等を遵守するとと

もに，本市の関係計画等との整合に十分留意するものとする。 

 

６ 機密の保持 

⑴ 受託者は，本業務の遂行上知りえた事項について，第三者に漏らしてはならない。 

⑵ 受託者は，個人情報の漏えい，滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理

又は情報資産の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

⑶ 受託者は，本市の承諾なく，成果品（未完成の成果品を含む。）を他人に閲覧，複写

又は譲渡してはならない。 

 

７ 一括再委託の禁止 

⑴ 受託者は，業務の全部を一括して，又は本市が仕様書等において指定した主たる部

分を第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。 
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⑵ 受託者は，業務の一部を第三者に委任し，又は請け負わせようとするときは，あら

かじめ，本市の承諾を得なければならない。ただし，本市が仕様書等において指定し

た軽微な部分を委任し，又は請け負わせようとするときはこの限りでない。 

⑶ 本市は，受託者に対して，業務の一部を委任し，又は請け負わせた者の商号又は名

称その他必要な事項の通知を請求することができる。 

 

８ 地域経済貢献 

本市が指定した主たる部分に該当しない業務を第三者に委任し，又は請け負わせよう

とするときは，地域経済の振興や本市内業者育成の観点から，できる限り本市内に本店

を有する業者（以下「市内業者」という。）から選定するよう努めるものとする。 

なお，市内業者に発注するときは，業務の内容及び見積金額における市内業者への発

注金額の割合等を企画提案内容に盛り込むものとする。 

 

９ 資料の貸与 

本業務の遂行上必要な資料の収集，調査等は原則として受託者が行うものとするが，

必要に応じて本市が保有する施設の図面や既存の調査結果等の資料を貸与するものとす

る。本市から貸与を受けた資料については，そのリストを本市に提出し，業務完了とと

もに返却すること。なお，本市から返却の要求があった場合は，速やかに返却すること。 

また，宇都宮市悠久の丘に保管されている資料の貸与・閲覧が必要な場合は，ＳＰＣ

と調整し，貸与を受けること。貸与を受けた資料については，そのリストを本市に提出

し，業務完了とともに宇都宮市悠久の丘に返却すること。 

 

１０ 関係機関との協議 

本業務の遂行上必要な関係機関との協議については，受託者の責任において適正に 

処理するとともに，その内容を遅滞なく本市に報告するものとする。 

 

１１ 議事録 

受託者は，業務遂行に当たっての事務打合せ等の都度，その結果について整理し，  

書面をもって本市へ報告するものとする。 

 

１２ 提出書類 

受託者は，業務の着手及び完了に当たり，契約書に定めるもののほか，下記の書類を

提出し，本市の承認を受けるものとする。 

なお，承認された事項を変更しようとするときは，その都度，本市の承認を受けるも
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のとする。 

⑴ 業務着手時 

①業務着手届 ②業務工程表 ③技術者届及び履歴書 ④業務実施計画書 

⑵ 業務完了時 

①業務完了届 ②成果品納品書  

⑶ その他業務遂行上必要とされる書類 

 

１３ 打合せ 

打合せは，業務着手時，中間，業務完了時，及び随時必要に応じて行うものとする。 

なお，主任技術者及び技術者は，業務着手時，成果品納品時及び全ての打合せに出席

するものとする。 

 

１４ 検査及び業務の完了 

⑴ 受託者は業務を完了したときは，遅滞なく業務完了届を提出するとともに，本仕様

書に指定された成果品及び成果品納品書を提出し，本市の検査を受けるものとする。 

⑵ 受託者は，検査の承認をもって業務の完了とする。なお，成果品に不備又は不合格

な点が発見された場合は，受託者は速やかにこれを訂正しなければならない。 

 

１５ 成果品及び納期 

本業務の成果品及び納期は次のとおりとする。 

成果品 部数 納期 

⑴ 事後評価業務報告書 １０部 令和７年３月２１日（金） 

⑵ 次期事業手法の検討及びＰＦＩ導入可能

性調査報告書 

１０部 令和７年６月２０日（金） 

⑶ その他資料（業務上作成した資料，提供可

能参考文献等をすべて含む） 

一式 都度 

⑷ 上記成果品に係る電子媒体（ＣＤ－Ｒ又は

ＤＶＤ－Ｒ等） 

一式 都度 

 

 １６  調査・分析結果の中間報告 

調査・分析結果の中間報告については，次のとおりとする。 

⑴ 事後評価業務が終了した時点で，中間報告を行う（口頭報告及び結果の概要に係る

資料の提出を想定）。 

⑵ 上記以外についても，本市の求めに応じて，随時報告を行う。 
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１７ その他 

⑴ 業務の遂行に当たり使用する関係資料及びデータ等については，可能な限り最新の

ものを使用するとともに，出典・年月等を明記すること。 

⑵ 各種資料や成果品の作成に当たっては，Microsoft Word，Microsoft Excel あるい

はこれらと互換性のあるものを使用すること。 

⑶ 各種資料や成果品の作成にあたっては，原則として，古紙混入率 100％，白色度 70％

以下の再生紙を使用すること。 

⑷  業務の遂行に必要となる経費については，全て受託者の負担とする。 

⑸  作成した地図やイラスト等のライセンスは本市に帰属するものとする。 
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第３章 特記仕様 

本業務の内容は以下のとおりとし，業務の遂行にあたっては，必要に応じて庁内会議（令

和７年度を想定）等に出席するとともに，庁内関係課の意見や検討経過を十分に踏まえ，

適切に作業を進めるものとする。 

なお，受託者は，本業務の内容について方向性やスケジュール等に変更が生じた場合，

これらの変更等に柔軟かつ的確に対応するものとする。 

 

１ 事後評価業務 

本事業について，本市が別途提供する「劣化状況等調査及び長期修繕計画報告書」を踏

まえ，ＰＦＩ事業における事後評価等マニュアル【令和３年４月，内閣府民間資金等活用

事業推進室】（以下，「マニュアル」という。）に基づく評価を行う。なお，ＳＰＣへのヒア

リングについては，施設の維持管理運営に支障がないよう調整して行うこと。 

⑴ 事後評価に必要となる情報整理 

ＳＰＣへのヒアリングや本市が保有する資料の活用のほか，必要に応じて追加の情報

収集や調査等を実施することにより，事業の概要・効果にかかる情報，事業の収入・費

用等の内訳整理，修繕履歴及び施設・設備の劣化状況把握，次期の大規模修繕の把握，

物品台帳整理等の情報を整理する。 

  なお，修繕履歴及び施設・設備の劣化状況，次期の大規模修繕については，本市が別

途提供する「劣化状況等調査及び長期修繕計画報告書」の調査結果を反映するものとす

る。 

⑵ 事後評価の実施 

⑴の整理を基に，ア 事業の実施状況概要，イ 事業の効果や課題・改善点等を把握し，

それらを基に，ウ ＰＦＩ手法を導入した当初決定に係る妥当性を検証する。また，ア～

ウの整理を踏まえ，次期事業のあり方を検討するとともに，次期事業の公募条件等を検

討する上での課題点・改善点等を整理する。 

⑶ 事後評価様式の作成 

⑴⑵を踏まえて，マニュアル別紙 事後評価様式（例）を参考に，本市斎場事業の特性

を考慮した評価項目による報告書を作成する。 

※事後評価報告書は本市のホームページ等における公表を予定している。 

※「劣化状況等調査及び長期修繕計画報告書」は令和６年１２月を目安に提供予定 

 

２ 次期事業手法の検討及びＰＦＩ導入可能性調査 

１の結果を踏まえ，次期事業及びそれ以降の実施手法について，現在導入している指定管

理者制度に加えて，ＰＦＩ（ＲＯ）方式の併用の可能性も含めて比較検討し，望ましい事業
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方式及び事業期間について提案する。 

⑴  施設の運営手法について 

ア 運営手法や類型の整理 

（ア） 他都市事例等の調査・整理 

ＰＦＩ手法により整備され，指定管理者制度を併用し運営する施設のＰＦＩ契

約満了後に，再度ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入した事例を中心に，参考となるＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ導入事例について調査・整理を行う。 

（イ）  斎場の運営手法の検討 

本事業においてはＰＦＩ手法と指定管理者制度を併用している。次期事業以降

も指定管理者制度を継続する場合に，次期事業の運営手法について，現在候補と

して想定している以下のＰＰＰ／ＰＦＩ手法を基本として次期事業の運営手法を

検討すること。 

a  ＰＦＩ手法のＲＯ方式（指定管理者制度を併用する場合及びしない場合の２パ 

ターン） 

          b  指定管理者制度 

（a） 小破修繕の上限額（３０万円）を超えた修繕・更新は市が発注 

            （b） 小破修繕の上限額（３０万円）を超えた修繕・更新は指定管理者が施工 

し，市が負担金を支払う。 

※ 上限額の設定金額や市が負担金を支払う工事の基準についても検討する 

こと。 

     c  本市の直営（業務委託等） 

d  上記以外に望ましい運営手法があれば検討すること。  

（ウ） リスク分担の検討 

（イ）の各手法に係るリスクの抽出，分析，整理等を行い，本市と事業者の 

リスク分担（範囲，内容，負担割合等）について検討・整理する。 

   （エ） 民間事業者の参入可能性に関する調査 

次期事業を（イ）の各手法で行う場合の民間事業者の参入意欲，参加可能な事

業スキーム，事業参加の可能性や条件，民活事業による削減率等を把握するため，

民間事業者を対象とした市場調査を実施する。 

⑵ 評価 

ア 定量評価 

運営手法ごとに，令和１１年度から複数の事業期間を設定し，事業期間ごとのＰＳＣ

(Public Sector Comparator），ＬＣＣ(Life Cycle Cost)，ＶＦＭ(Value For Money )

の算出や年次別の財政収支等の財務シミュレーションを作成し，定量的側面から評価す
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る。 

イ  定性評価 

運営手法ごとに，財政負担の平準化，事業効果の向上，リスク分担などの定性的な側

面から，課題や留意事項，メリット，デメリット等を整理し評価する。 

ウ  総合評価 

ア，イの結果に基づき，運営手法ごとの適用可能性を総合的に評価・比較する。 

 ⑶ 事業者選定等のスケジュール作成 

⑵ウの総合評価結果に基づき，本市が選定可能な（複数ある場合は個別に）運営手法

で次期事業を進めていく際の事業者選定等のスケジュールを作成する。 

⑷ 報告書の作成 

   ⑴～⑶を踏まえて報告書を作成する。 

 

３ ＳＰＣとの協議及び情報収集支援 

本市は，本事業の事業期間終了に向けてＳＰＣとの各種協議を実施する予定である。本市

が求める協議について，資料作成，ＳＰＣ側提示資料の確認，本市のアドバイザーの立場で

の助言等の支援を実施すること。 

また，本業務に関連して，必要となる資料・情報等について，ＳＰＣとの調整，提出依頼

等によって情報収集を行うこと。 

 

４ 【参考】業務スケジュール案 

参考として，業務工程とスケジュールの案を示すが，提案にあたっては，下記にとらわれ

ず，適切な作業工程を設定した上で具体的なスケジュールを示すこと。 

 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　　・市が報告書を提供（劣化状況等調査及び長期修繕計画） ●

事後評価業務

　　・情報整理 ● ● ● ●

　　・事後評価の実施 ● ● ● ●

　　・事後評価報告書の作成 ● ●

次期事業手法の検討及びＰＦＩ導入可能性調査

　　・施設の運営手法についての検討 ● ●

　　・運営手法ごとの評価 ● ●

　　・事業者選定等のスケジュール作成 ●

　　・報告書の作成 ●

ＳＰＣとの協議及び情報収集支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

令和6年度 令和7年度


